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お 知 ら せ 

令和 7 年 10 月 10 日   

 

        社会福祉法人光久福祉会  

                                   理事長 辻 光治 

 

この度、社会福祉法人光久福祉会 池尻保育園 建替計画の工事施工者を選定するにあたって 

下記の内容で入札参加者を募ります。 

 

記 
 

1．工 事 名 称      池尻保育園 建替工事 

2．工 事 概 要      工事場所 大阪狭山市池尻中 1 丁目 671-1,673-1,674   

本体 鉄骨造 地上 3階建  延面積 1,225.60 ㎡  

（1 階 面積 451.36 ㎡/2 階 面積 429.00 ㎡/3 階 面積 345.24 ㎡） 

 

3. 工     期      自：令和 7 年 12 月 1 日（月） (予定) 

                至：令和 9年 3 月 19 日（金） (予定) 

       

4．入札参加申請書の      自：令和 7 年 10 月 10 日(金) 

受付け期間、配布      至：令和 7 年 10 月 22 日(水) 

及び提出先          配布：社会福祉法人光久福祉会 池尻保育園ホームページ内で 

ダウンロードして下さい。 

             提出先：大阪狭山市池尻中１丁目 12-8 

社会福祉法人 光久福祉会 池尻保育園 

午前 10 時～午後 5 時 TEL：072-367-2020 

 

5．提 出 書 類     ① 一般競争入札参加申込書兼誓約書 

② 資格確認調書 

③ 現場代理人・監理技術者・主任技術者等配置予定調書 

④ 会社経歴書 

⑤ 建設業許可証明書の写し 

⑥ 経営事項審査結果通知書(審査基準日から 1 年 7 ヶ月以内のもの)の写し 

⑦ 法人登記簿謄本 

⑧ 印鑑証明書 

⑨ 使用印鑑届 

⑩ 過去 5 年以内において保育所・こども園・幼稚園の施工実績を 

確認できるもの 
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6．入札参加資格      ① 補助事業を受注するにふさわしく、当該工事を完全かつ適切に 

                履行できる能力、技術、実績を有する者。 

② 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に定める要件に該当しない者。 

③ 建設業法第１５条による建設業（特定建設業）の許可を受けている者。 

④ 入札参加業者募集の公告の日から入札を実施するまでの期間において 

建設業法による営業停止の行政処分等を受けていない者。 

⑤ 正常な入札の執行を妨げる等の行為を行う恐れがなく又、行わない者。 

⑥ 法人役員本人又は親族が役員に就いている業者以外の者。 

⑦ 対象工事に係る設計業務の受注者でなく、かつ当該受注者と資本もしく 

は人事面において関連がないこと。 

⑧ 事業所（本店、支店）の所在地は大阪府内にあること。 

⑨ 直近の経営事項審査結果通知書（建築工事）の総合評点(P)が 1301 点以

上の者。 

⑩ ハウスメーカー(工事受注高の半数以上を戸建住宅等で受注している者) 

  等を除く。 

 

7．入札参加業者の決定    提出された関係書類等を理事会での審査のうえ決定いたします。 

 

8．参加資格審査の通知    令和 7 年 10 月 27 日(月)（FAX にて通知） 

 

9．設計図書の配布      日 時  令和 7 年 10 月 28 日(火) 時間は各参加者に通知する。 

場 所  大阪市西区新町 1-28-11 安川ビル 3F 

        株式会社ラフト 

TEL: 06-6538-3355 

            

10．現場調査         日 時   令和 7 年 10 月 28 日(火)～令和 7 年 10 月 31 日(金) 

（9：00～17：00）とします。 

                ※ 駐車場はありませんので近所の有料パーキングをご利用ください。  

路上駐車は絶対に行わないでください。 

 

11．予定価格の公表日時    令和 7 年 11 月 17 日(月)社会福祉法人 光久福祉会 池尻保育園に掲示 

     及び入札参加指名業者にＦＡＸにて（最低制限価格とともに）通知 

 

12．入    札       日 時  令和 7 年 11 月 21 日（金） 午前 10 時 

場 所  大阪狭山市池尻中１丁目 12-8 

社会福祉法人 光久福祉会 池尻保育園  

TEL：072-367-2020 
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13．入札の無効       ①入札者の資格のない者の入札。 

              ②入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札。 

              ③入札書の記名押印がない入札。 

              ④同一事項に対して、2 以上の入札をしたときの入札。 

              ⑤所定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札。 

              ⑥入札者又は代理人が他の入札代理人をかねてした入札。 

              ⑦入札に関して不正の行為があった者のした入札。 

⑧前各号に定めるもののほか、入札条件に違反した入札。 

 

14．入札に関する事項    ①予定価格・最低制限価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者と

する。 

              ②落札者となり得る者が 2 社以上の場合はくじ引きで落札者を決定する。 

              ③代理人による入札の場合は委任状が必要。 

 

15．その他          提出書類は返却いたしません。 

また提出に要する費用は提出者の負担とします。 

 

以上。 

 

 


